
学校施設の利用再開に際しての注意事項 
感染症防止のたỜ、以下の遵守事項Ὁ留意点ử必ずご確認の上、学校施設ửご利用ください。 
 

≪利用者の遵守事項≫ 

●以下の事項に該当すỦ場合は、自主的に利用ử見合Ừせてください。 

 □体調がợくない場合ί例ᾉ発熱Ὁ咳Ὁ咽頭痛などの症状があỦ場合ὸ 

 □同居家族ở身近な知人に感染が疑ỪủỦ方がいỦ場合 

 □過去 14 日以内に政府かỤ入国制限、入国後の観察期間ử必要とさủていỦ国、地域等への渡航

又は当該在住者との濃厚接触があỦ場合 
 
●ἰἋἁử持参し、受付時ở着替え時等のἋἯὊ἖ử行っていない際ở会話ửすỦ際には、ἰἋἁử着用

してください。 
 
●こまỜな手洗い、ỴἽἅὊἽ等にợỦ手指消毒ử実施してください。特に、施設の利用前と後は、必ず

手洗い、手指消毒ửしてください。  

 

●施設管理員ở他の利用者との距離ίできỦだけᾁᾼ以上ὸử確保してください。ί障害者の誘導ở介助ử

行う場合ử除くὸ 
 
●大きな声での会話、応援等ửしないでください。 
 
●利用した用具Ὁ備品ί清掃用具含むὸ、利用者が触ủた部分ί特にἛỴἠἨở照明ἋỶἕἓ等ὸは消毒液

ở除菌ἉὊἚử用いて拭き取Ủ等して消毒してください。なお、消毒ử含Ờた清掃は、使用承認時間内

に行うợうにしてください。  ※消毒液等は各団体ί個人ὸでご用意ください。 
 
●団体ί個人ὸの責任者は、利用者の体調の把握に努ỜỦととờに、利用当日の参加者の名簿ử作成し

施設管理員へ提示してください。また、各団体で 1 Ὀ月間保管してください。 
 
●利用終了後 2 週間以内に新型ἅἿἜỸỶἽἋ感染症ử発症した場合は、速ởかに庶務課施設係へ、

濃厚接触者の有無等について報告すỦととờに、参加者名簿ử提出してください。 
 
●その他、感染防止のたỜに学校が決Ờた事項ử必ず守ってください。 

 

≪運動ὉἋἯὊ἖ử行う際の留意点≫ 

●十分な距離ử確保してください。 

 Ὁ運動ὉἋἯὊ἖の種類に関ỪỤず、運動ὉἋἯὊ἖ửしていない間ίἱὊἘỵὅἂở休憩ὸờ含Ờ、感染

予防の観点かỤ、周囲の人となỦべく距離ίできỦだけᾁᾼ以上ὸử空けてください。ί介助者ở誘導者

の必要な場合ử除くὸ 

 Ὁ強度が高い運動ὉἋἯὊ἖の場合は、呼気が激しくなỦたỜ、ợụ一層距離ử空けてください。 
 
●走ỦὉ歩く運動ὉἋἯὊ἖においては、前の人の呼気の影響ử避けỦたỜ、可能であủば前後一直線に

並ぶのではなく、並走すỦ、あỦいは斜Ờ後方に位置取ụしてください。 
 
●運動ὉἋἯὊ἖中に、唾ở痰ửはかないでください。 
 
●ἑỼἽの共用はしないでください。 
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